
勝 企 第 １ ２ ２ 号

令和２年８月２７日

勝浦市地方創生総合戦略策定推進会議委員各位

勝浦市地方創生総合戦略策定推進会議

会 長 渡辺 幸男

令和２年度第２回勝浦市地方創生総合戦略策定推進会議の

開催方法変更について（通知）

日頃は、本市の行政運営にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

早速でございますが、先日、本市職員に新型コロナウイルス感染症の陽性者が確認

されました。このことに伴い市役所庁舎内の会議室等における外部委員等の出席を求

める会議は、当面の間、開催を控えることとなりました。

上記を踏まえ、９月１日（火）開催予定の令和２年度第２回勝浦市地方創生総合戦

略策定推進会議につきましては、書面による会議に変更させていただきます。

つきましては、会議で意見聴取させていただく予定でありました「第２期勝浦市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略（案）」（資料送付済み）に対する意見を、別紙「意見

書」によりご提出下さいますようお願い申し上げます。

お忙しいところ誠に申し訳ございませんが、ご理解ご協力をお願いいたします。

記

１．意見書提出期限 令和２年９月１８日（金）

※質問や意見につきましては、書面での提出のほか、FAX、メール、電話での対

応も可能です。ただし、面接を希望される場合は事前にご連絡ください。

※すでに意見書を提出いただいている委員におかれましても、追加の意見がある

場合は提出いただいて構いません。

【裏面につづく】



２．今後のスケジュール（予定）

令和２年 ９月 第２回総合戦略策定推進会議（第２期総合戦略（案）意見聴取）

令和２年 ９月 事務局にて第２期総合戦略（修正案）作成

１０月 パプリックコメント（意見公募）手続き実施

１２月 庁内決議により第２期総合戦略決定

令和３年 １月 第３回総合戦略策定推進会議（第２期総合戦略説明）

３．その他

今回は書面による会議開催のため、意見の有無にかかわらず委員報償費を支給し

ますので、意見がない場合も意見書を提出願います。

※ FAX、メール、電話による対応も可能です。ただし、面接を希望される場合は

事前にご連絡ください。

【本件に関する問合せ先】

〒299-5292 千葉県勝浦市新官 1343-1
勝浦市役所 企画課 政策推進係 渡邉・山口

TEL：0470-73-6654
FAX：0470-73-9066
E-mail： seisaku-k@city-katsuura.jp


